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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に光源素子が載置されてなる光源基板および前記光源基板が収納される長尺中空形
状のカバーを備えた照明ランプの端部に設けられる口金であって、
　前記カバーに取り付けられた状態で前記カバーの開口端部を塞ぐ塞壁部を有する筒状の
口金筐体と、前記光源基板に接続された接続端子と嵌合される口金端子とを有し、
　前記口金端子は、前記カバーに前記口金筐体が挿入される方向と異なる方向に沿って、
前記塞壁部から起立して設けられたこと
を特徴とする口金。
【請求項２】
　前記口金端子は、
　前記カバーに前記口金筐体が挿入される方向と異なる方向である前記接続端子との前記
嵌合の方向に沿って設けられたこと
を特徴とする請求項１に記載の口金。
【請求項３】
　前記口金端子は、
　前記塞壁部を貫通して設けられるとともに一端部が前記接続端子と嵌合されており、
　前記一端部の側は、前記カバーに前記口金筐体が挿入される方向と異なる方向に沿って
設けられたこと
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の口金。
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【請求項４】
　前記口金端子は、
　前記塞壁部より前記一端部の側が前記口金筐体の軸線方向と異なる方向に沿って設けら
れたこと
を特徴とする請求項３に記載の口金。
【請求項５】
　前記口金端子は、
　前記塞壁部から起立する位置を基準にして、前記一端部の側が前記口金筐体の軸線側に
配置されるように形成されたこと
を特徴とする請求項３又は請求項４に記載の口金。
【請求項６】
　前記口金端子は、
　前記一端部の側が、前記口金筐体の軸線側に向かうように形成されたこと
を特徴とする請求項３～請求項５のいずれか一項に記載の口金。
【請求項７】
　前記口金端子は、
　前記一端部の側が、前記口金筐体の筒状の周壁部側に向かうように形成されたこと
を特徴とする請求項３～請求項５のいずれか一項に記載の口金。
【請求項８】
　前記口金端子は、
　前記一端部の側と前記光源基板に接続された接続端子とは嵌合されない他端部の側との
間に屈曲部を有しており、
　前記屈曲部を基準として、前記他端部の側が前記カバーの中心軸側と交差しないように
形成されたこと
を特徴とする請求項３～請求項７のいずれか一項に記載の口金。
【請求項９】
　基板に光源素子が載置されてなる光源基板と、
　前記光源基板が収納される長尺中空形状のカバーと、
　前記カバーの端部に取り付けられる口金とを備え、
　前記口金は、
　前記カバーに取り付けられた状態で前記カバーの開口端部を塞ぐ塞壁部を有する筒状の
口金筐体と、前記光源基板に接続された接続端子と嵌合される口金端子とを有し、
　前記口金端子は、前記カバーに前記口金筐体が挿入される方向と異なる方向に沿って、
前記塞壁部から起立して設けられたこと
を特徴とする照明ランプ。
【請求項１０】
　前記口金端子と前記接続端子、および、前記接続端子と前記光源基板は、
　それぞれ接続されており、前記光源素子を点灯させる電力が前記口金端子の外部から前
記光源基板に供給される経路となること
を特徴とする請求項９に記載の照明ランプ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の照明ランプと、前記照明ランプが取り付けられるとともに前記照明
ランプに前記電力を供給する照明器具と、
を備えたことを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明ランプに関し、特に直管ランプの給電口金、これを用いた照明ランプ、
及び照明装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：以下、ＬＥＤと称す。
）を光源とする直管ランプ（直管ＬＥＤランプともいう。）は、ＬＥＤを実装したＬＥＤ
基板をカバーで覆い、さらにカバーの端部を塞ぐようにして口金を取り付ける構造となっ
ている。
【０００３】
　従来、口金に設けられた給電ピンからＬＥＤ基板に対して、ＬＥＤを発光させるための
電力を供給する経路としてリード線を用い、半田によってリード線の一端と給電ピンとを
電気的及び物理的に接続する方法が開示されている。（例えば、特許文献１参照。）
　また、リード線の一端と給電ピンとを電気的及び物理的に接続する別の方法として、リ
ード線の一端に圧着接続された圧着端子を給電ピン圧入に装着する方法が開示されている
。（例えば、特許文献２参照。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－０７２１５４号公報　（図５Ａ、５Ｂ）
【特許文献２】特開２０１４－０１０９３５号公報　（図３、４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１、２に開示されている直管ＬＥＤランプは、給電ピンとリード線の接続を容
易に行うことができるように、口金が複数に分割されるようになっている。しかしながら
、複数の部品からなる口金は、ランプを保持する機械的強度を保つために複雑な構造を必
要とする。また、部品の数が増えることによって材料コストと製造コストを上昇させてし
まう課題があった。
【０００６】
　特許文献２に開示された端子部は、口金壁部の外周面に近接して配置されているため、
口金蓋部が口金壁部に取り付けられて筒状の形状としてから、口金の内部に配置された端
子部に圧着端子を取り付ける作業は容易ではない。
【０００７】
　そして、従来、端子部は、直管ＬＥＤランプのカバーに口金を取り付けたり取り外した
りする方向と同様の向きで配置されていたため、直管ＬＥＤランプの組立工程において、
端子部に圧着端子を挿入させた（取り付けた）後、口金をカバーに挿入させるまでの間に
、再び圧着端子が端子部から抜けてしまったり、抜けかかったままの状態で直管ＬＥＤラ
ンプを組立ててしまったりする可能性があった。
【０００８】
　本発明は、上記の課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、簡素な構成でありな
がら、ＬＥＤ基板と接続された接続端子を口金端子に対して容易かつ確実に挿入させる（
取り付ける）ことができるとともに、口金をカバーに挿入させるまでの間に、再び接続端
子が口金端子から抜けたり、抜けかかったままの状態で直管ＬＥＤランプを組立ててしま
ったりすることを防止できる、照明ランプ用の口金、照明ランプ及び照明装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様に係る照明ランプ用の口金は、カバーに取り付けられた状態でカバーの
開口端部を塞ぐ塞壁部を有する筒状の口金筐体と、基板に光源素子が載置されてなる光源
基板に接続された接続端子と嵌合される口金端子とを有し、口金端子は、カバーに口金筐
体が挿入される方向と異なる方向に沿って、塞壁部から起立して設けられたことを特徴と
する。
【００１０】
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　本発明の一態様に係る照明ランプは、基板に光源素子が載置されてなる光源基板と、光
源基板が収納される長尺中空形状のカバーと、カバーの端部に取り付けられる口金とを備
え、この口金は、カバーに取り付けられた状態でカバーの開口端部を塞ぐ塞壁部を有する
筒状の口金筐体と、光源基板に接続された接続端子と嵌合される口金端子とを有し、口金
端子は、カバーに口金筐体が挿入される方向と異なる方向に沿って、塞壁部から起立して
設けられたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、照明ランプ用の口金は、照明ランプのカバーの開口端部を塞ぐ塞壁部
を有する筒状の口金筐体と、基板に光源素子が載置されてなる光源基板に接続された接続
端子と嵌合される口金端子とを有し、口金端子は、カバーに対して口金が挿入される方向
と異なる方向に沿って、塞壁部から起立して設けられている。すなわち、口金端子に対す
る接続端子の挿抜方向と、カバーに対する口金の挿抜方向とは、互いに異なる方向に設定
されている。
【００１２】
　このため、簡素な構成でありながら、ＬＥＤ基板と接続された接続端子を口金端子に対
して容易かつ確実に接続できるとともに、口金をカバーに挿入させるまでの間に、再び接
続端子が口金端子から抜けたり、抜けかかったままの状態で直管ＬＥＤランプを組立てて
しまったりすることを防止できる、照明ランプ用の口金、照明ランプ及び照明装置を提供
することができる。すなわち、本発明によれば、効率的な組立作業と高い作業品質が達成
できるので、高品質かつ低価格の照明ランプ、及び、照明装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１に係る照明装置の主要構成を示した斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る照明ランプの主要構成を示した斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る照明ランプの内部の構成を示した断面図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る照明ランプの内部の構成を示した別の断面図である
。
【図５】本発明の実施の形態１に係るライトユニットの主要構成を示した平面図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る照明ランプの内部の構成を示した斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る給電口金を示した図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る給電口金の内部の構成を示した断面図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る支持口金を示した図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る給電口金の作用効果を示した断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る給電口金を示した断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る給電口金を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る照明装置の好適な実施の形態について図を用いて説明する。各図に
おいて、同一または相当する部分には同一符号を付し、その説明を適宜省略または簡略化
する場合がある。なお、これらの実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１５】
　また、実施の形態の説明において、「上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」
、「表」、「裏」といった向きは、説明の便宜上、そのように記しているだけであって、
装置、器具、部品等の配置や向き等を限定するものではない。そして、明細書に記載の構
成について、その材質、形状、大きさは、この発明の範囲内で適宜変更することができる
。さらに、各図において、矢印「Ｙ」は照明ランプの長手方向、矢印「Ｘ」、「Ｚ」は照
明ランプの短手方向を示している。
【００１６】
　実施の形態１．
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　図１～図９を用いて実施の形態１の照明装置１及び照明ランプ３を説明する。
　図１は、本発明の実施の形態１に係る照明装置の主要構成を示す斜視図である。図２は
、本発明の実施の形態１に係る照明ランプの主要構成を示す斜視図、図３、４は、本発明
の実施の形態１に係る照明ランプの内部の構成を示した断面図であり、図３は、図２にお
けるＡ－Ａ断面図、図４は、図２におけるＢ－Ｂ断面図である。図５は、本発明の実施の
形態１に係るライトユニットの主要構成を示す平面図である。図６は、本発明の実施の形
態１に係る照明ランプの内部の構成を示した斜視図であり、給電口金を取り外した状態を
示している。
【００１７】
　また、図７は、本発明の実施の形態１に係る給電口金を示す図であり、図７（ａ）は外
観を示す斜視図、図７（ｂ）は給電端子側を示す左側面図、図７（ｃ）は正面図、図７（
ｄ）は給電口金の内観を示す右側面図である。図８は、本発明の実施の形態１に係る給電
口金の内部の構成を示す断面図であり、図８（ａ）は図７におけるＡ－Ａ断面図、図８（
ｂ）は図７におけるＢ－Ｂ断面図である。そして、図９は、本発明の実施の形態１に係る
支持口金を示す図である。
【００１８】
（照明装置の構成）
　本実施の形態に係る照明装置１は、図１に示すように、照明器具２と照明器具２に取り
付けられた照明ランプ３とで構成されている。照明器具２は、器具本体２０と、器具本体
２０に収納され、照明ランプ３へ供給する電力を生成するための電源装置１０と、器具本
体２０に取り付けられ、照明ランプ３を器具本体２０に支持するための給電ソケット３０
及び支持ソケット４０とで構成されている。
【００１９】
　本実施の形態では、器具本体２０の長手方向の両端部にそれぞれ、給電ソケット３０、
支持ソケット４０が取り付けられている。給電ソケット３０及び支持ソケット４０は、照
明ランプ３を器具本体２０に支持する支持部である。そして、給電ソケット３０は、電源
装置１０で生成された電力を照明ランプ３へ供給するように電気的に接続された給電用ラ
ンプソケットであり、すなわち、電力供給経路である。
【００２０】
　さらに、支持ソケット４０は、本実施の形態では、電気的に開放されて照明ランプ３を
器具本体２０に支持する支持部としての機能を有する。なお、支持ソケット４０は、電気
的に接続されて照明ランプ３の電位が固定されることによって、雷サージなどの外来ノイ
ズを照明ランプ３の外部へ逃がすように電気的に接続されるとともに、照明ランプ３を器
具本体２０に支持する支持部としての機能を兼ね備えた接地用ランプソケットであっても
よい。
【００２１】
　図１には、照明器具２として１つの照明ランプ３が装着されるタイプのものを例示して
いるが、照明器具２は、複数の照明ランプ３が装着されるタイプの照明器具であってもよ
い。その場合、器具本体２０の長手方向の両端部には、装着される照明ランプ３の数に応
じて給電ソケット３０及び支持ソケット４０が複数設けられる。
【００２２】
（照明ランプの構成）
　次に照明ランプ３について説明する。図２に示すように、照明ランプ３は、外郭部を形
成する長尺中空形状のカバー５０、カバー５０の長手方向の一方の開口端部を塞ぐように
設けられた給電口金７０、カバー５０の長手方向の他方の開口端部を塞ぐように設けられ
た支持口金８０、及び、これらで構成される外郭部の内部に収納されるライトユニット６
０で構成されている。
【００２３】
（カバー５０）
　本実施の形態では、カバー５０は、長尺状であり、長手方向の両端部が開口した筒体で
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ある。カバー５０は、光透過性（以下、透光性ともいう）の材料を用いて形成されている
。透光性の材料として、例えば、ポリカーボネート（ＰＣ）、アクリルなどの樹脂材料や
、ガラスを主成分とする材料を用いることができる。カバー５０は、樹脂材料を用いる場
合には押出成形によって製造することができる。
【００２４】
　カバー５０の内部にはライトユニット６０が収納されている。すなわち、本実施の形態
では、長尺状のカバー５０は、ライトユニット６０を収納できるような中空形状をなして
いる。カバー５０はライトユニット６０を覆って保護するとともに、ライトユニット６０
から発せられる光を外部へ通過させる。
【００２５】
　また、カバー５０の内壁には、カバー５０の長手方向に延びる板状の突設部５０ａが形
成されている。突設部５０ａは、カバー５０の内壁からカバー５０の軸線に向かって、カ
バー５０の長手方向を切断した断面における内周上の２点を結ぶ線と平行に延び、ライト
ユニット６０を固定する役割をなしている。
【００２６】
　カバー５０は、照明ランプの仕様に応じて、ライトユニット６０から発せられる光を拡
散させる機能、外部へ透過させる光の周波数を選択する機能（フィルタ）機能などを備え
てもよい。また、これらの機能は、カバー５０の材料に混合したり、カバー５０の内周部
、外周部の少なくともどちらかに敷設したりする方法によって、カバー５０と一体的に形
成されることが望ましい。
【００２７】
　なお、カバー５０は、必ずしも筒状である必要はなく、軸線に垂直方向の断面形状が、
例えば（半円状を含む）略半円状となるような、長手方向に沿って開口を有する長尺中空
形状であってもよい。この場合は、ライトユニット６０によって長手方向の開口を塞ぐな
どして、カバーと他の構成部材との組み合わせによって照明ランプ３の外郭部を形成して
もよい。
【００２８】
（ライトユニット６０）
　図５に示すように、ライトユニット６０は、光源を有する長尺矩形状の光源基板６１と
、熱伝導性材料を用いて形成され光源基板６１を支持するヒートシンク６２とで構成され
ている。本実施の形態では、光源は複数の点光源からなり、複数の点光源を有する光源基
板６１は接着剤、粘着テープなどの接着部材、あるいは、ねじ、リベットなどの取付部材
（いずれも図示しない）などを用いてヒートシンク６２の基板取付部６２ａに取り付けら
れている。
【００２９】
　そして、本実施の形態では、図６に示すように、ライトユニット６０は、ヒートシンク
６２の短手側部に、軸線と（平行を含む）略平行に延在するように形成されたライトユニ
ット保持部６２ｃと、カバー５０の内壁に、軸線と（平行を含む）略平行に延在するよう
に形成された突設部５０ａとが、相互に係合されるように、カバー５０の内部に収納され
る。
【００３０】
　図２～５に示すように、光源基板６１は、点光源である光源素子６１ａが基板６１ｂの
実装面上に複数実装された発光モジュールである。本実施の形態では、光源素子６１ａと
してパッケージ化されたＬＥＤが用いられ、光源素子６１ａが基板６１ｂに実装されて光
源基板６１を構成している。なお、光源素子６１ａはパッケージ化されたＬＥＤ以外の種
類のものを用いてもよい。光源素子６１ａのパッケージ化されたＬＥＤ以外の種類の例に
ついては後述する。また、基板６１ｂには、ヒューズなどの保護素子、ダイオードブリッ
ジなどの整流素子、抵抗素子などが実装されてなる点灯回路６１ｉが配置されてもよい。
【００３１】
　光源基板６１は、複数の光源素子６１ａと、実装面側に敷設された配線パターン（図示
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しない）を有し、複数の光源素子６１ａが実装される長尺矩形状の基板６１ｂと、基板６
１ｂの長手方向の一方の端部に基端部が接合部６１ｇ、６１ｈにはんだ付けされたリード
線６１ｃ、６１ｄと、リード線６１ｃ、６１ｄの他端部に圧着されたメス型圧着端子であ
る接続端子６１ｅ、６１ｆとで構成されている。リード線６１ｃ、６１ｄは、基板６１ｂ
に実装された光源素子６１ａを発光させるための電力を供給する給電経路である。
【００３２】
　複数の光源素子６１ａは、基板６１ｂの実装面側に敷設された配線パターン（図示しな
い）と電気接続されるように実装される。なお、基板６１ｂには、要求仕様に応じて、光
源素子６１ａの点灯状態を制御するためのＬＥＤ点灯回路（図示せず）が実装されてもよ
い。また、リード線６１ｃ、６１ｄの一端部は、はんだ付け以外の方法によって基板６１
ｂの長手方向の一方の端部に電気的に接続されてもよい。さらに、接続端子６１ｅ、６１
ｆは、メス型圧接端子を用いてもよいし、これ以外のメス型端子を用いてもよい。
【００３３】
　基板６１ｂは、光源素子６１ａの温度を抑制するため、熱伝導性の高い、アルミニウム
、銅、合金などの金属材料を用いた基板、あるいはセラミック基板、メタルコア基板、メ
タルコアセラミック基板などを使用するのが望ましい。なお、光源素子６１ａの温度が規
定値以下であれば、ガラスエポキシ基板や紙フェノール基板を使用してもよい。
【００３４】
　図６に示すように、ライトユニット６０は、カバー５０に挿入された状態で、リード線
６１ｃ、６１ｄによって基板６１ｂと接続された接続端子６１ｅ、６１ｆが、カバー５０
の外側に向って引き出されている。そして、後述する給電口金７０を取り付けるときに、
接続端子６１ｅ、６１ｆは、給電口金７０が備える給電端子７２、７３に接続される。
【００３５】
（給電口金７０）
　図２に示すように、給電口金７０は、カバー５０の一方の端部に取り付けられる、有底
円筒形状に形成された口金である。図１に示すように、給電口金７０は、照明ランプ３を
照明器具２に取り付けるときに、給電ソケット３０に固定されるとともに、給電ソケット
３０から供給される電力を光源基板６１へ供給する。
【００３６】
　図２～４、７、８に示すように、給電口金７０は、給電口金７０の外面を形成する有底
円筒形状の口金筐体７１と、矩形板状の一対の給電端子７２、７３とで構成されている。
給電端子７２、７３は、給電ソケット３０のソケット端子（図示しない）と光源基板６１
とを電気的に接続させる端子である。
【００３７】
　図７、８に示すように、口金筐体７１は、口金筐体７１の底部（面）にあたる、円盤状
の口金ベース部７１ａと、口金ベース部７１ａの周縁部から起立して延在し、給電口金７
０の外周面を形成する円筒状の口金周壁部７１ｂとで構成されており、口金ベース部７１
ａは、カバー５０の一方の端部の開口を塞ぐ塞壁部として、カバー５０の軸線方向に対し
て垂直に設けられている。
【００３８】
　口金筐体７１の内側には、カバー５０とカバー５０に収納されたライトユニット６０に
対して給電口金７０を所定の姿勢で取り付けるために、カバー５０、及びライトユニット
６０の形状に対応した、突当部７１ｆ、７１ｇ、７１ｈ、板部７１ｉ、及び取付ガイド７
１ｊが設けられている。
【００３９】
　板部７１ｉの先端部には切欠部７１０ｉが形成されており、カバー５０とカバー５０に
収納されたライトユニット６０に対して給電口金７０が取り付けられた状態で、高さ方向
（矢印Ｚの方向）において異なる位置に配置される、ライトユニット６０と給電端子７２
、７３とを接続するリード線６１ｃ、６１ｄを挿通する。本実施の形態では、口金ベース
部７１ａの一部に設けられたねじ孔７１ｃから挿入したねじ７０ａを、カバー５０に収納
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されたヒートシンク６２のねじ孔６２ｂにねじ込むことによって、給電口金７０を固定す
る。
【００４０】
　また、図５に示すように、給電口金７０がカバー５０の一方の端部に取り付けられた状
態において、給電口金７０の軸線方向はカバー５０の軸線方向と一致している。
【００４１】
　給電端子７２、７３は、導電性を有する金属材料などで形成された矩形板状の端子であ
り、給電端子７２、７３はそれぞれ、塞壁部である口金ベース部７１ａを貫通し、口金ベ
ース部７１ａの中心を挟んで対向する位置に設けられている。
【００４２】
　本実施の形態では、図４、８に示すように、給電端子７２、７３は、それぞれ、鈍角の
曲げ角度でＶ字形状に屈曲された屈曲部７２０、７３０及び、屈曲部７２０、７３０から
給電ソケット３０側に延びるソケット側給電端子７２ａ、７３ａと、屈曲部７２０、７３
０から光源基板６１側に延びる基板側給電端子７２ｂ、７３ｂを有している。一端部側の
基板側給電端子７２ｂ、７３ｂと他端部側のソケット側給電端子７２ａ、７３ａとは、口
金ベース部７１ａを間にして互いに反対方向に突き出している。
【００４３】
　本実施の形態では、給電端子７２、７３の屈曲部７２０、７３０はインサート成形によ
って、口金ベース部７１ａと一体的に形成され、給電端子７２、７３の屈曲部７２０、７
３０が口金ベース部７１ａと一体的に形成されている。なお、給電端子７２、７３と口金
筐体７１とは、インサート成形以外の方法で一体的に形成されてもよい。
【００４４】
（支持口金８０）
　図２に示すように、支持口金８０は、一方の端部に給電口金７０が取り付けられたカバ
ー５０の他方の端部に取り付けられる、有底円筒形状に形成された口金である。図１に示
すように、支持口金８０は、電気的に開放されて照明ランプ３を支持ソケット４０に固定
する。なお、支持口金８０は、ライトユニット６０に印加される雷サージなどの外来ノイ
ズを、除去または抑制することを目的として、支持ソケット４０、器具本体２０などと電
気的に接続して照明ランプ３の電位を固定させる、接地用口金としての機能を有してもよ
い。
【００４５】
　図９に示すように、支持口金８０は、支持口金８０の外面を形成する有底円筒形状の口
金筐体８１と、（円柱を含む）略円柱状の支持端子８２とで構成されている。支持端子８
２は、支持ソケット４０の支持端子（図示しない）と接続して照明ランプ３を照明器具２
に支持させる端子である。
【００４６】
　口金筐体８１は、口金筐体８１の底部（面）にあたる、円盤状の口金ベース部８１ａと
、口金ベース部８１ａの周縁部から起立して延在し、支持口金８０の外周面を形成する円
筒状の口金周壁部８１ｂとで構成されており、口金ベース部８１ａは、カバー５０の他方
の端部の開口を塞ぐ塞壁部として、カバー５０の軸線方向に対して垂直に設けられている
。また、支持口金８０がカバー５０の他方の端部に取り付けられた状態において、支持口
金８０の軸線方向はカバー５０の軸線方向と一致している。
【００４７】
　本実施の形態では、支持端子８２は、導電性を有する金属材料などを用いて形成されて
いる。そして、本実施の形態では、支持口金８０は、インサート成形によって支持端子８
２と口金ベース部８１ａとが一体的に形成されている。なお、支持端子８２と口金筐体８
１とは、インサート成形以外の方法で一体的に形成されてもよい。さらに、支持端子８２
は、金属材料以外の材料を用いて形成されてもよい。
【００４８】
（作用効果について）
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　次に、図１０を用いて実施の形態１の作用と効果について説明する。
　図１０は、本発明の実施の形態１に係る給電口金の作用効果を説明する断面図である。
【００４９】
　図１０に示すように、給電端子７２、７３は、一端部側の基板側給電端子７２ｂ、７３
ｂが光源基板６１側に、他端部側のソケット側給電端子７２ａ、７３ａが給電ソケット３
０側に延びている。
【００５０】
　給電端子７２、７３において、屈曲部７２０、７３０を基準に他端部側であり、給電ソ
ケット３０側に向かって延びるソケット側給電端子７２ａ、７３ａは、口金ベース部７１
ａから、口金筐体７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と交差しない方向である、口金ベ
ース部７１ａと垂直をなす方向に起立して延びている。すなわち、ソケット側給電端子７
２ａ、７３ａは、口金ベース部７１ａから、口金筐体７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向
）と同じ方向に起立して延びている。
【００５１】
　そして、給電端子７２、７３において、屈曲部７２０、７３０を基準に一端部側であり
、光源基板６１側に向かって延びる基板側給電端子７２ｂ、７３ｂは、塞壁部である口金
ベース部７１ａから、口金筐体７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と交差する方向に起
立して延びている。すなわち、基板側給電端子７２ｂ、７３ｂは、口金ベース部７１ａか
ら、口金筐体７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と異なる方向に起立して延びている。
【００５２】
　本実施の形態では、基板側給電端子７２ｂ、７３ｂは、基端部７２１ａ、７３１ａから
先端部７２１ｂ、７３１ｂにかけて、口金筐体７１の中心軸線に向かって、口金筐体７１
の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と鋭角θ１をなす方向に延びており、口金ベース部７１
ａから起立する起点よりも中心軸線側に傾斜して延設されている。なお、ここでいう「起
立」とは、口金筐体７１から、口金筐体７１の外側（給電ソケット側）、又は内側（光源
基板側）に向って、給電端子７２、７３が突設して配置されている状態を表す。
【００５３】
　また、図３、４、１０に示すように、基板側給電端子７２ｂの先端部７２１ｂは、光源
基板６１の接続端子６１ｅに嵌合され、基板側給電端子７３ｂの先端部７３１ｂは、光源
基板６１の接続端子６１ｆに嵌合されている。給電端子７２、７３は、基板６１ｂに実装
された光源素子６１ａを発光させるための電力を供給する給電経路である。例えば、給電
端子７２は、光源基板６１へ電流を供給する端子であり、この場合、給電端子７３は、光
源基板６１から電流を還流させる端子となる。なお、電流の経路はこれに限らない。
【００５４】
　ここで、図１０に示すように、基板側給電端子７２ｂ、７３ｂが口金筐体７１の中心軸
線方向（矢印Ｙの方向）となす鋭角θ１の大きさは、照明ランプ３の組立工程において、
組立作業者が基板側給電端子７２ｂ、７３ｂの先端部７２１ｂ、７３１ｂに接続端子６１
ｅ、６１ｆを嵌合させる作業を無理なく行うことができるように決定された角度である。
【００５５】
　実施の形態では、鋭角θ１の大きさは、基板側給電端子７２ｂ、７３ｂと口金周壁部７
１ｂの内壁との隙間、及び基板側給電端子７２ｂ、７３ｂどうしの隙間のバランスが考慮
された、１５度に設定されている。すなわち、基板側給電端子７２ｂ、７３ｂは、口金筐
体７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）に対して１５度ずつ傾斜している。
【００５６】
　なお、本実施の形態では鋭角θ１の大きさを１５度としているが、鋭角θ１の大きさは
１５度以外の角度でもよく、口金周壁部７１ｂの形状と長さ、基板側給電端子７２ｂ、７
３ｂと口金周壁部７１ｂと光源基板６１との位置を考慮して決定されることが望ましい。
【００５７】
　例えば、口金周壁部７１ｂの開口から基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ
、７６１ｂまでの距離が長い場合には、鋭角θ１の大きさを１０度とすることができ、口
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金周壁部７１ｂの開口から基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂま
での距離が短い場合には、鋭角θ１の大きさを６０度とすることができる。
【００５８】
　給電端子７２、７３は、ソケット側給電端子７２ａ、７３ａと基板側給電端子７２ｂ、
７３ｂとの間に設けられる屈曲部７２０、７３０が、口金筐体７１に内包されて一体的に
形成されることが望ましい。すなわち、給電端子７２、７３の屈曲部７２０、７３０は、
口金筐体７１に埋設されるように配置されることが望ましい。このように形成されること
で、給電端子７２、７３と口金ベース部７１ａとが強固に固定された一体部品となり、屈
曲部７２０、７３０の曲げ角度が安定的に維持される。これによって、給電端子７２、７
３に接続端子６１ｅ、６１ｆを嵌合させ易くなるといった効果が得られる。
【００５９】
　図１０に示すように、本実施の形態における照明ランプ３の組立工程において、組立作
業者が、基板側給電端子７２ｂ、７３ｂの先端部７２１ｂ、７３１ｂに接続端子６１ｅ、
６１ｆを嵌合させる（取り付ける）向きは、それぞれ矢印Ｄ１、矢印Ｄ２の向きである。
また、基板側給電端子７２ｂ、７３ｂの先端部７２１ｂ、７３１ｂに嵌合させた接続端子
６１ｅ、６１ｆを再び抜去させる（取り外す）ことができる向きは、それぞれ矢印Ｄ３、
矢印Ｄ４の向きである。矢印Ｄ１、矢印Ｄ３の向きは基板側給電端子７２ｂの向きに対応
し、矢印Ｄ２、矢印Ｄ４の向きは基板側給電端子７３ｂの向きに対応している。
【００６０】
　つまり、接続端子６１ｅ、６１ｆは、口金筐体７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と
鋭角θ１をなす方向に傾斜した基板側口金端子７２ｂ、７３ｂの先端部７２１ｂ、７３１
ｂにそれぞれ嵌合される。
【００６１】
　そして、本実施の形態における照明ランプ３の組立工程において、組立作業者が、ライ
トユニット６０が収納されたカバー５０を給電口金７０に挿入させる（取り付ける）向き
、及びライトユニット６０が収納されたカバー５０を給電口金７０から抜去させる（取り
外す）向きは、口金筐体７１ｂの中心軸線方向（矢印Ｙの方向）に沿った向きである。
【００６２】
　すなわち、本実施の形態における照明ランプ３は、基板側給電端子７２ｂ、７３ｂの先
端部７２１ｂ、７３１ｂに対して接続端子６１ｅ、６１ｆを挿抜させる向きと、給電口金
７０に対してライトユニット６０が収納されたカバー５０を挿抜させる向きとが、それぞ
れ異なる方向に沿っており、それぞれの方向は鋭角θ１によって決定され相互に異なる方
向である。
【００６３】
　このため、照明ランプ３において、給電端子７２，７３に接続端子６１ｅ、６１ｆが接
続された状態で、給電口金７０がカバー５０から抜ける方向の力が発生した場合に、給電
端子２５、７３には、カバー５０の軸線方向と、カバー５０の軸線と垂直な法線方向とに
力を分散させる。つまり、給電端子７２、７３と接続端子６１ｅ、６１ｆとが互いに抜け
去る力は分散されて大幅に低減される。
【００６４】
　さらに、本実施の形態における照明ランプ３は、基板側給電端子７２ｂの先端部７２１
ｂに対して接続端子６１ｅを挿抜させる向きと、基板側給電端子７３ｂの先端部７３１ｂ
に対して接続端子６１ｆを挿抜させる向きとが、それぞれ異なる方向に沿っており、それ
ぞれの方向は鋭角θ１によって決定され相互に異なる方向である。
【００６５】
　このため、照明ランプ３の組立工程において、接続端子６１ｅ、６１ｆを基板側給電端
子７２ｂ、７３ｂの先端部７２１ｂ、７３１ｂへ取り付ける作業が完了してから、ライト
ユニット６０が収納されたカバー５０を給電口金７０へ取り付ける作業が完了するまでの
間に、再び接続端子６１ｅ、６１ｆが、基板側給電端子７２ｂ、７３ｂの先端部７２１ｂ
、７３１ｂから抜けることを防止できる。
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【００６６】
（まとめ）
　以上のように構成された照明装置において、給電口金の内側に延びる給電端子は、口金
筐体の軸線方向と異なり、口金筐体の軸線方向と交差する方向に沿って、塞壁部である口
金ベース部から起立して設けられている。すなわち、給電端子は、口金筐体の軸線方向に
対して所定の角度を有して、口金筐体の軸線方向と異なる方向に傾斜しており、給電端子
に対する接続端子の挿抜方向と、カバーに対する給電口金の挿抜方向とは、互いに異なる
方向に設定されている。
【００６７】
　このため、簡素な構成でありながら、ＬＥＤ基板と接続された接続端子を給電端子に対
して容易かつ確実に接続できる。そして、給電端子に接続端子が接続された状態で、口金
がカバーから抜ける方向に力が発生した場合に、給電端子に加わる力は、カバーの軸線方
向と、カバーの軸線に垂直な法線方向とに力を分散させることができ、接続端子が給電端
子から抜ける力を低減させることで、再び接続端子が給電端子から抜けることを防止する
ことができる。
【００６８】
　また、給電端子に接続端子が接続された状態で、給電端子と接続端子とは、カバーの軸
線方向に相互に係持させることで、再び接続端子が給電端子から抜けることを防止するこ
とができる。つまり、口金をカバーに挿入させるまでの間に、再び接続端子が給電端子か
ら抜けることを防止できる。
【００６９】
　従って、本実施の形態１によれば、簡素な構成でありながら、ＬＥＤ基板と接続された
光源基板の接続端子を給電端子に対して容易かつ確実に接続でき、口金をカバーに挿入さ
せるまでの間に、再び接続端子が給電端子から抜けることを防止できるため、効率的な組
立作業と高い作業品質が達成でき、高品質かつ低価格の照明ランプ、及び、照明装置を提
供することができる。
【００７０】
　本実施の形態では、給電口金は、ＪＥＬ８０１規格に基づく直管ランプのＬ形ピン口金
（ＧＸ１６ｔ－５）を例示して説明したが、例えば、ＪＥＬ８０２規格に基づく直管ラン
プ用の口金（Ｇ１３）、その他の形状の口金であっても本実施の形態を適用することがで
きる。すなわち、本実施の形態では、給電端子の形状は矩形板状であるが、給電端子の形
状はこれに限定されるものはなく、例えば、ピン、細筒など細長形状をなした導電性を有
する端子であればよい。
【００７１】
　本実施の形態では、支持口金は、ＪＥＬ８０１規格に基づく直管ランプのＬ形ピン口金
（ＧＸ１６ｔ－５）を例示して説明したが、例えば、ＪＥＬ８０２規格に基づく直管ラン
プ用の口金（Ｇ１３）、その他の形状の口金であっても本実施の形態を適用することがで
きる。
【００７２】
　本実施の形態に係る照明ランプは、給電口金のみの片側一方から給電を受ける片側給電
方式であるが、給電口金及び支持口金を給電経路として用いる両側給電方式でもよく、そ
の場合支持口金は給電口金と同様のものを備えてもよい。
【００７３】
　本実施の形態では、光源素子としてＬＥＤを例示して説明したが、光源素子はＬＥＤ以
外の素子であっても構わない。例えば、光源として有機ＥＬ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）、半導体レーザ（Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｌａ
ｓｅｒ）などの素子を用いてもよい。
【００７４】
　実施の形態２．
　実施の形態１では、給電口金の内側に延びる給電端子が、口金筐体の軸線方向と異なり
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、口金筐体の軸線方向と交差する方向に沿って塞壁部である口金ベース部から起立し、口
金筐体の軸線方向に対して所定の角度（鋭角）を有して、口金筐体の軸線側に傾斜してい
る形態を説明したが、実施の形態１と同様の作用効果を得ることができる別の形態を、実
施の形態２として説明する。
【００７５】
　実施の形態２は、給電口金の内側に延びる給電端子の一端部側が実施の形態１とは異な
る方向に沿って傾斜している形態である。その他の構成については実施の形態１と同一ま
たは同等であり、実施の形態１と同一又は同等な構成部分については同一符号を付し、そ
の説明を省略する。
【００７６】
（給電口金７４）
　図１１は、本発明の実施の形態２に係る給電口金を示した断面図であり、図７における
Ｂ－Ｂ方向の断面図である。本実施の形態に係る給電口金７４は、給電口金７４の外郭を
形成する有底円筒形状の口金筐体７１と、矩形板状の一対の給電端子７５、７６とで構成
されている。給電端子７５、７６は、給電ソケット３０のソケット端子（図示しない）と
光源基板６１とを電気的に接続させる端子である。給電口金７４の外観は実施の形態１に
係る給電口金７０と同じである。図１１に示すように、給電口金７４は、内部構造が実施
の形態１に係る給電口金７０と異なる。
【００７７】
　図１１に示すように、口金筐体７１は、口金筐体７１の底部（面）にあたる、円盤状の
口金ベース部７１ａと、口金ベース部７１ａの周縁部から起立して延在し、給電口金７４
の外周面を形成する円筒状の口金周壁部７１ｂとで構成されており、口金ベース部７１ａ
は、カバー５０の一方の端部開口を塞ぐ塞壁部として、カバー５０の軸線方向に対して垂
直に設けられている。また、実施の形態１と同様に、給電口金７４がカバー５０の一方の
端部に取り付けられた状態において、給電口金７４の軸線方向はカバー５０の軸線方向と
一致している。
【００７８】
　給電端子７５、７６は、導電性を有する金属材料などで形成された矩形板状の端子であ
り、給電端子７５、７６はそれぞれ、口金ベース部７１ａを貫通し、口金ベース部７１ａ
の中心を挟んで対向する位置に設けられている。
【００７９】
　本実施の形態では、図１１に示すように、給電端子７５、７６は、それぞれ、鈍角の曲
げ角度でＶ字形状に屈曲された屈曲部７５０ａ、７６０ａを有している。そして、屈曲部
７５０ａ、７６０ａと先端部７５１ｂ、７６１ｂとの間には、屈曲部７５０ａ、７６０ａ
の屈曲方向とは反対の方向に鈍角の曲げ角度でＶ字形状に屈曲された屈曲部７５０ｂ、７
６０ｂをさらに有している。
【００８０】
　また、給電端子７５、７６は、屈曲部７５０ａ、７６０ａから給電ソケット３０側に延
びるソケット側給電端子７５ａ、７６aと、屈曲部７５０ｂ、７６０ｂから光源基板６１
側に延びる基板側給電端子７５ｂ、７６ｂと、屈曲部７５０ａ、７６０ａから屈曲部７５
０ｂ、７６０ｂ延びるインサート部７５ｃ、７６ｃを有している。一端部側の基板側給電
端子７５ｂ、７６ｂと他端部側のソケット側給電端子７５ａ、７６aとは、口金ベース部
７１ａを間にして互いに反対方向に突き出している。
【００８１】
　本実施の形態では、インサート成形によって、給電端子７５、７６の屈曲部７５０ａ、
７５０ｂ、７６０ａ、７６０ｂ及び、インサート部７５ｃ、７６ｃが口金ベース部７１ａ
と一体的に形成されている。なお、給電端子７５、７６と口金筐体７１とは、インサート
成形以外の方法で一体的に形成されてもよい。
【００８２】
（作用効果について）
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　次に、実施の形態２の作用と効果について説明する。
　図１１に示すように、給電端子７５、７６は、一端部側の基板側給電端子７５ｂ、７６
ｂが光源基板６１側に、他端部側のソケット側給電端子７５ａ、７６ａが給電ソケット３
０側に延びている。給電端子７５、７６において、屈曲部７５０ａ、７６０ａを基準に他
端部側であり、給電ソケット３０側に向かって延びるソケット側口金端子７５ａ、７６ａ
は、口金ベース部７１ａから、口金筐体７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と交差しな
い方向である、口金ベース部７１ａと垂直をなす方向に起立して延びている。
【００８３】
　すなわち、ソケット側給電端子７５ａ、７６ａは、口金ベース部７１ａから、口金筐体
７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と同じ方向に起立している。給電端子７５、７６に
おいて、屈曲部７５０ｂ，７６０ｂを基準に一端部側であり、光源基板６１側に向かって
延びる基板側給電端子７５ｂ、７６ｂは、口金ベース部７１ａから、口金筐体７１の口金
周壁部７１ｂに向かって延びている。
【００８４】
　詳細には、給電端子７５、７６において、屈曲部７５０ｂ，７６０ｂを基準に他端部側
であり、給電ソケット側に延びるインサート部７５ｃ、７６ｃは、口金筐体７１の中心軸
線方向（矢印Ｙの方向）と鋭角θ３をなす方向で、口金筐体７１の中心軸線から遠ざかる
向きに傾斜して形成されている。本実施の形態では、屈曲部７５０ａ，７６０ａから屈曲
部７５０ｂ，７６０ｂまでの間で、インサート部７５ｃ、７６ｃが方向を変えずに直線状
に形成されているが、これに限定されず、波形状のように方向を変えながら形成されても
よい。
【００８５】
　そして、給電端子７５、７６において、屈曲部７５０ｂ、７６０ｂを基準に一端部側で
あり、光源基板側に延びる基板側給電端子７５ｂ、７６ｂは、塞壁部である口金ベース部
７１ａから、口金筐体７１の口金周壁部７１ｂに向かって起立して延びている。すなわち
、基板側給電端子７２ｂ、７３ｂは、口金ベース部７１ａから、口金筐体７１の中心軸線
方向（矢印Ｙの方向）と異なる方向に起立して延びている。なお、ここでいう「起立」と
は、口金筐体７１から、口金筐体７１の外側（給電ソケット側）、又は内側（光源基板側
）に向って、給電端子７５、７６が突設して配置されている状態を表す。
【００８６】
　本実施の形態では、基板側給電端子７５ｂ、７６ｂは、基端部７５１ａ、７６１ａから
先端部７５１ｂ、７６１ｂにかけて、口金筐体７１の口金周壁部７１ｂに向かって、口金
筐体７１の中心軸方向（矢印Ｙの方向）と鋭角θ２をなす方向に延び、屈曲部７５０ｂ、
７６０ｂよりも口金周壁部７１ｂ側に傾斜して延設されている。すなわち、基板側給電端
子７５ｂ、７６ｂは、口金筐体７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と鋭角θ２をなす方
向で、口金筐体７１の中心軸線から遠ざかる向きに傾斜して形成されている。
【００８７】
　図１１に示すように、給電ソケット側の屈曲部７５０ａ、７６０ａと、光源基板側の屈
曲部７５０ｂ、７６０ｂとは、山と谷とが逆向きになるように屈曲されている。すなわち
、給電ソケット側の屈曲部７５０ａ、７６０ａと、光源基板側の屈曲部７５０ｂ、７６０
ｂとは、屈曲の向きが逆である。
【００８８】
　給電ソケット側の屈曲部７５０ａと光源基板側の屈曲部７５０ｂ、給電ソケット側の屈
曲部７６０ａと光源基板側の屈曲部７６０ｂとは、それぞれ繋がっている。すなわち、ソ
ケット側給電端子７５ａと基板側給電端子７５ｂ、ソケット側給電端子７６ａと基板側給
電端子７６ｂは、それぞれ繋がっており一体の給電端子７５、７６を形成している。
【００８９】
　また、実施の形態１と同様に、基板側給電端子７５ｂの先端部７５１ｂは、光源基板６
１の接続端子６１ｅに嵌合され、基板側給電端子７６ｂの先端部７６１ｂは、光源基板６
１の接続端子６１ｆに嵌合されている。給電端子７５，７６は、基板６１ｂに実装された
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光源素子６１ａを発光させるための電力を供給する供給経路である。例えば、給電端子７
５は、光源基板６１へ電流を供給する端子であり、この場合、給電端子７６は、光源基板
６１から電流を還流させる端子となる。なお、電流の経路はこれに限らない。
【００９０】
　ここで、基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂが口金筐体７１の
中心軸線方向（矢印Ｙの方向）となす鋭角θ２の大きさは、照明ランプ３の組立工程にお
いて、組立作業者が基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂに接続端
子６１ｅ、６１ｆを嵌合させる作業を無理なく行うことができるように決定された角度で
ある。
【００９１】
　本実施の形態では、鋭角θ２の大きさは、基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５
１ｂ、７６１ｂと口金周壁部７１ｂの内壁との隙間、及び基板側給電端子７５ｂ、７６ｂ
の先端部７５１ｂ、７６１ｂどうしの隙間のバランスが考慮された、１５度に設定されて
いる。すなわち、基板側給電端子７５ｂ、７６ｂは、屈曲部７５０ｂ、７６０ｂより光源
基板側において、口金筐体７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）に対して１５度ずつ傾斜
している。
【００９２】
　なお、本実施の形態では鋭角θ２の大きさを１５度としているが、鋭角θ２の大きさは
１５度以外の角度でもよく、口金周壁部７１ｂの形状と長さ、基板側給電端子７５ｂ、７
６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂ、口金周壁部７１ｂ、及び、光源基板６１の位置を考慮
して決定されることが望ましい。
【００９３】
　例えば、口金周壁部７１ｂの開口から基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ
、７６１ｂまでの距離が長い場合には、鋭角θ２の大きさを１０度とすることができ、口
金周壁部７１ｂの開口から基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂま
での距離が短い場合には、鋭角θ２の大きさを６０度とすることができる。
【００９４】
　また、本実施の形態において、インサート部７５ｃ、７６ｃの、給電ソケット側の屈曲
部７５０ａ、７６０ａと、光源基板側の屈曲部７５０ｂ、７６０ｂとを繋ぐ部分は、口金
筐体７１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）に対して鋭角θ３をなすように形成されている
が、θ３の角度は鋭角に限らず、口金筐体７１の中心軸線に向かって延びていれば、直角
などでもよい。
【００９５】
　給電端子７５、７６は、ソケット側口金端子７５ａ、７６ａと基板側口金端子７５ｂ、
７６ｂとの間に設けられる屈曲部７５０ａ、７５０ｂ、７６０ａ、７６０ｂが、口金筐体
７１に内包されて一体的に形成されることが望ましい。すなわち、給電端子７５、７６の
屈曲部７５０ａ、７５０ｂ、７６０ａ、７６０ｂ及びインサート部７５ｃ、７６ｃは、口
金筐体７１に埋設されるように配置されることが望ましい。
【００９６】
　このように形成されることで、給電端子７５、７６と口金筐体７１とが強固に固定され
た一体部品となり、屈曲部７５０ａ、７５０ｂ、７６０ａ、７６０ｂの曲げ角度が安定的
に維持される。これによって、給電端子７５、７６に接続端子６１ｅ、６１ｆを嵌合させ
易くなるといった効果が得られる。
【００９７】
　図１１に示すように、本実施の形態における照明ランプ３の組立工程において、組立作
業者が、基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂに接続端子６１ｅ、
６１ｆを嵌合させる（取り付ける）向きは、それぞれ矢印Ｄ１、矢印Ｄ２の向きである。
また、基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂに嵌合させた接続端子
６１ｅ、６１ｆを再び抜去させる（取り外す）ことができる向きは、それぞれ矢印Ｄ３、
矢印Ｄ４の向きである。
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【００９８】
　矢印Ｄ１、矢印Ｄ３の向きは屈曲部７５０ｂより光源基板側の基板側給電端子７５ｂの
向きに対応し、矢印Ｄ２、矢印Ｄ４の向きは屈曲部７６０ｂより光源基板側の基板側給電
端子７６ｂの向きに対応している。つまり、接続端子６１ｅ、６１ｆは、口金筐体７１の
中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と鋭角θ３をなす方向に傾斜した基板側口金端子７５ｂ、
７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂにそれぞれ嵌合される。
【００９９】
　そして、本実施の形態における照明ランプ３の組立工程において、組立作業者が、ライ
トユニット６０が収納されたカバー５０を給電口金７４に挿入させる（取り付ける）向き
、及びライトユニット６０が収納されたカバー５０を給電口金７４から抜去させる（取り
外す）向きは、口金筐体７１ｂの中心軸線方向（矢印Ｙの方向）に沿った向きである。
【０１００】
　すなわち、本実施の形態における照明ランプ３は、基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先
端部７５１ｂ、７６１ｂに対して接続端子６１ｅ、６１ｆを挿抜させる向きと、給電口金
７４に対してライトユニット６０が収納されたカバー５０を挿抜させる向きとが、それぞ
れ異なる方向に沿っており、それぞれの方向は鋭角θ２によって決定され相互に異なる方
向である。
【０１０１】
　このため、照明ランプ３において、給電端子７５，７６に接続端子６１ｅ、６１ｆが接
続された状態で、給電口金７４がカバー５０から抜ける方向の力が発生した場合に、給電
端子７５、７６には、カバー５０の軸線方向と、カバー５０の軸線と垂直な法線方向とに
分散された力が加わる。つまり、給電端子７５、７６と接続端子６１ｅ、６１ｆとが互い
に抜け去る力は分散されて大幅に低減される。
【０１０２】
　さらに、本実施の形態における照明ランプ３は、基板側給電端子７５ｂの先端部７５１
ｂに対して接続端子６１ｅを挿抜させる向きと、基板側給電端子７６ｂの先端部７６１ｂ
に対して接続端子６１ｆを挿抜させる向きとが、それぞれ異なる方向に沿っており、それ
ぞれの方向は鋭角θ２によって決定され相互に異なる方向である。
【０１０３】
　このため、照明ランプ３の組立工程において、接続端子６１ｅ、６１ｆを基板側給電端
子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂへ取り付ける作業が完了してから、ライト
ユニット６０が収納されたカバー５０を給電口金７４へ取り付ける作業が完了するまでの
間に、再び接続端子６１ｅ、６１ｆが、基板側給電端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ
、７６１ｂから抜けることを防止できる。
【０１０４】
　以上のように構成された照明装置において、給電口金の内側に延びる給電端子は、口金
筐体の軸線方向と異なり、口金筐体の軸線方向と交差する方向に沿って、塞壁部である口
金ベース部から起立して設けられている。すなわち、給電端子は、口金筐体の軸線方向に
対して所定の角度を有して、口金筐体の軸線方向と異なる方向に傾斜しており、給電端子
に対する接続端子の挿抜方向と、カバーに対する給電口金の挿抜方向とは、互いに異なる
方向に設定されている。
【０１０５】
　このため、簡素な構成でありながら、ＬＥＤ基板と接続された接続端子を給電端子に対
して容易かつ確実に接続できる。そして、給電端子が接続端子に接続された状態で、口金
がカバーから抜ける方向に力が発生した場合に、給電端子には、カバーの軸線方向と、カ
バーの軸線に垂直な法線方向とに力が分散させることができ、接続端子が給電端子から抜
ける力を低減させることで、再び接続端子が給電端子から抜けることを防止することがで
きる。つまり、口金をカバーに挿入させるまでの間に、接続端子が口金端子から抜けるこ
とを防止できる。
【０１０６】
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（変形例）
　実施の形態２では、屈曲部７５１ｂ、７６１ｂは、インサート部７５ｃ、７６ｃに含ま
れ、インサート成形によって口金ベース部７１ａと一体的に形成されているが、変形例の
屈曲部７５１ｂ、７６１ｂは、インサート部７５ｃ、７６ｃに含まないように、すなわち
、屈曲部７５１ｂ、７６１ｂを、口金ベース部７１ａから露出させ、光源基板側に配置さ
れるように形成されている。
【０１０７】
　このように形成することによって、給電端子７５、７６の屈曲部７５１ｂ、７６１ｂは
、ばねの機能を有するので、給電端子７５、７６に接続端子６１ｅ、６１ｆが接続された
状態で、接続部分に加わる応力を緩和する。給電口金７４がカバー５０に挿入される向き
、又は給電口金７４がカバー５０から抜去される向きに発生し、接続部分に加わる応力も
緩和する。
【０１０８】
　例えば、カバー５０に収納されるライトユニット６０と、カバー５０の一端部に取り付
けられた給電口金７４とは、互いに異なる線膨張係数を有している。ばねの機能を有する
給電端子７５、７６の屈曲部７５１ｂ、７６１ｂが線膨張係数の差に由来する応力を吸収
し、ライトユニット６０と給電口金７４とを接続するリード線６１ｃ、６１ｄの、基板６
１ｂとのはんだ接合部分、接続端子６１ｅ、６１ｆが圧着される部分、基板側口金端子７
５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂと接続端子６１ｅ、６１ｆとが嵌合される部分
には応力に伴うストレスが加わらないという効果を有する。
【０１０９】
（まとめ）
　従って、本実施の形態２によれば、簡素な構成でありながら、ＬＥＤ基板と接続された
光源基板の接続端子を給電端子に対して容易かつ確実に接続でき、口金をカバーに挿入さ
せるまでの間に、再び接続端子が給電端子から抜けることを防止できるため、効率的な組
立作業と高い作業品質が達成でき、高品質かつ低価格の照明ランプ、及び、照明装置を提
供することができる。
【０１１０】
　ここで、本実施の形態に係る給電口金７４は、ソケット側口金端子７５ａ、７６ａは給
電ソケット３０の形状に合わせ口金筐体７１の中心軸線側よりも口金周壁部７１ｂ側寄り
に設けられている。このため、塞壁部である口金ベース部７１から、基板側口金端子７５
ｂ、７６ｂが中心軸線から離れる向きに延びるように起立する形状とした場合、基板側口
金端子７５ｂ、７６ｂと口金周壁部７１ｂとの距離が近接し過ぎて、基板側口金端子７５
ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂに接続端子６１ｅ、６１ｆを嵌合させにくく、接
続が不完全になるおそれがある。
【０１１１】
　そこで、図１１に示すように、本実施の形態では、給電端子７５、７６は、屈曲部７５
０ａ、７６０ａで屈曲させて、基端部７５１ａ、７６１ａの位置を口金筐体７１の中心軸
線側に配置させている。そして、この基端部７５１ａ、７６１ａの位置を基準として、基
板側口金端子７５ｂ、７６ｂを口金筐体７１の中心軸線から離れる向きに傾斜させて延ば
し、基板側口金端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６１ｂを口金筐体７１の中心軸
線から離れた位置に配置させている。
【０１１２】
　このような形状とすることで、基板側口金端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、７６
１ｂと口金周壁部７１ｂとの間隔を、基板側口金端子７５ｂ、７６ｂの先端部７５１ｂ、
７６１ｂに接続端子６１ｅ、６１ｆを嵌合する作業に適した寸法に設定することできる。
【０１１３】
　本実施の形態では、給電口金は、ＪＥＬ８０１規格に基づく直管ランプのＬ形ピン口金
（ＧＸ１６ｔ－５）を例示して説明したが、例えば、ＪＥＬ８０２規格に基づく直管ラン
プ用の口金（Ｇ１３）、その他の形状の口金であっても本実施の形態を適用することがで
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きる。すなわち、本実施の形態では、給電端子の形状は矩形板状であるが、給電端子の形
状はこれに限定されるものはなく、例えば、ピン、細筒など細長形状をなした導電性を有
する端子であればよい。
【０１１４】
　実施の形態３．
　実施の形態１、２では、給電口金の内側に延びる給電端子が、口金筐体の中心軸線方向
と異なるに方向に沿って傾斜している形態を説明したが、実施の形態１、２と同様の作用
効果を得ることができるさらに別の形態を、実施の形態３として説明する。
【０１１５】
　この実施の形態３は、照明ランプの内側に延びる口金端子の基端部の屈曲方向が実施の
形態１、２と異なり、基端部を口金筐体の中心軸線から遠ざかる方向に傾斜させる形態を
示している。なお、実施の形態１、２と同一または同等な構成部分については同一符号を
付し、その説明を省略する。
【０１１６】
（給電口金９０）
　図１２は、本発明を実施の形態３に係る給電口金を示した断面図であり、図７における
Ｂ－Ｂ方向の断面図である。本実施の形態に係る給電口金９０は、給電口金９０の外郭を
形成する有底円筒形状の口金筐体９１と、矩形板状の一対の給電端子９２，９３とで構成
されている。給電端子９２、９３は、給電ソケット３０のソケット端子（図示しない）と
光源基板６１とを電気的に接続させる端子である。給電口金９０の外観は実施の形態１に
係る給電口金７０と同じである。図１２に示すように、給電口金９０は、内部構造が実施
の形態１に係る給電口金７０、及び実施の形態２に係る給電口金７４と異なる。
【０１１７】
　図１２に示すように、口金筐体９１は、口金筐体９１の底部（面）にあたる、円盤状の
口金ベース部９１ａと、口金ベース部９１ａの周縁部から起立して延在し、給電口金９０
の外周面を形成する円筒状の口金周壁部９１ｂとで構成されている。
【０１１８】
　口金ベース部９１ａは、カバー５０の一方の端部開口を塞ぐ塞壁部として、カバー５０
の軸線方向に対して垂直に設けられており、内部底面はすり鉢形状に形成されている。ま
た、実施の形態１、２と同様に、給電口金９０がカバー５０の一方の端部に取り付けられ
た状態において、給電口金９０の軸線方向はカバー５０の軸線方向と一致している。
【０１１９】
　給電端子９２、９３は、導電性を有する金属材料などで形成された矩形板状の端子であ
り、給電端子９２、９３のそれぞれは、口金ベース部９１ａを貫通し、口金ベース部９１
ａの中心を挟んで対向する位置に設けられている。
【０１２０】
　本実施の形態では、図１２に示すように、給電端子９２、９３は、それぞれ、鈍角の曲
げ角度でＶ字形状に屈曲された屈曲部９２０ａ、９３０ａを有している。そして、屈曲部
９２０ａ、９３０ａと先端部９２１ｂ、９３１ｂとの間には、屈曲部９２０ａ、９３０ａ
との屈曲方向とは反対の方向に鈍角の曲げ角度でＶ字形状に屈曲された屈曲部９２０ｂ、
９３０ｂをさらに有している。
【０１２１】
　給電端子９２、９３は、屈曲部９２０ａ、９３０ａから給電ソケット３０側に向かって
延びるソケット側給電端子９２ａ、９３ａと、屈曲部９２０ｂ、９３０ｂから光源基板６
１側に向かって延びる基板側給電端子９２ｂ、９３ｂと、屈曲部９２０ａ、９３０ａから
屈曲部９２０ｂ、９３０ｂに向かって延びるインサート部９２ｃ、９３ｃとを有している
。一端部側の基板側給電端子９２ｂ、９３ｂと他端部側のソケット端子９２ａ、９３ａと
は、互いに口金ベース部７１ａを間にして反対方向に突き出している。
【０１２２】
　本実施の形態では、インサート成形によって、給電端子９２、９３の屈曲部９２０ａ，



(18) JP 6690123 B2 2020.4.28

10

20

30

40

50

９２０ｂ、９３０ａ、９３０ｂを含むインサート部９２ｃ、９３ｃが口金ベース部９１ａ
のすり鉢状の内部底面を形成する肉厚部分と一体的に形成されている。なお、給電端子９
２、９３と口金筐体９１とは、インサート成形以外の方法で一体的に形成されてもよい。
【０１２３】
（作用効果について）
　次に、実施の形態３の作用と効果について説明する。
　図１２に示すように、口金端子９２、９３は、一端部側の基板側給電端子９２ｂ、９３
ｂが光源基板６１側に、他端部側のソケット側給電端子９２ａ、９３ａが給電ソケット３
０側に延びている。給電端子９２、９３において、屈曲部９２０ａ、９３０ａを基準に他
端部側であり、給電ソケット３０側に向かって延びるソケット側口金端子９２ａ、９３ａ
は、口金ベース部９１ｂから、口金筐体９１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と交差しな
い方向である、口金ベース部９１ａと垂直をなす方向に起立して延びている。
【０１２４】
　すなわち、ソケット側給電端子９２ａ、９３aは、口金ベース部９１ａから、口金筐体
９１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と同じ方向に起立している。給電端子９２、９３に
おいて、屈曲部９２０ｂ、９３０ｂを基準に一端部側であり、光源基板６１側に向かって
延びる基板側給電端子９２ｂ、９３ｂは、塞壁部である口金ベース部９１ａから、口金筐
体９１の中心軸線に向かって延びている。
【０１２５】
　詳細には、給電端子９２、９３において、屈曲部９２０ａ、９３０ａを基準に一端部側
であり、光源基板側に延びるインサート部９２ｃ、９３ｃは、口金筐体９１の中心軸線方
向（矢印Ｙの方向）と鋭角θ５をなす方向で、口金筐体９１の中心軸線から遠ざかる向き
に傾斜して形成されている。本実施の形態では、屈曲部９２０ａ、９３０ａから屈曲部９
２０ｂ、９３０ｂまでの間で、インサート部９２ｃ、９３ｃが方向を変えずに直線状に形
成されているが、これに限定されず、波形状のように方向を変えながら形成されてもよい
。
【０１２６】
　そして、給電端子７５、７６において、屈曲部９２０ｂ、９３０ｂを基準に一端部側で
あり、光源基板６１に向かって延びる基板側給電端子９２ｂ、９３ｂは、塞壁部である口
金ベース部９１ａから、口金筐体９１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と交差する方向に
起立して延びている。すなわち、基板側給電端子９２ｂ、９３ｂは、口金ベース部９１ａ
から、口金筐体９１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と異なる方向に起立して延びている
。
【０１２７】
　本実施の形態では、基板側給電端子９２ｂ、９３ｂは、基端部９２１ａ、９３１ａから
遠い先端部９２１ｂ、９３１ｂにかけて、口金筐体９１の中心軸線に向かって、口金筐体
９１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と鋭角θ４をなす方向であり、口金ベース部９１ａ
から起立する起点よりも中心軸線側に傾斜して延設されている。
【０１２８】
　なお、本実施の形態でいう「起立」とは、口金筐体９１から、口金筐体９１の外側（給
電ソケット側）、又は内側（光源基板側）に向って、給電端子９５、９６が突設して配置
されている状態を表す。
【０１２９】
　また、基板側給電端子９２ｂの先端部９２１ｂは、光源基板６１の接続端子６１ｅに嵌
合され、基板側給電端子９３ｂの先端部９３１ｂは、光源基板６１の接続端子６１ｆに嵌
合されている。給電端子９２、９３は、基板６１ｂに実装された光源素子６１ａを発光さ
せるための電力を供給する給電経路である。例えば、給電端子９２は、光源基板６１へ電
流を供給する端子であり、この場合、給電端子９３は、光源基板６１から電流を還流させ
る端子となる。なお、電流の経路はこれに限らない。
【０１３０】
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　ここで、基板側口金端子９２ｂ、９３ｂが口金筐体９１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向
）となす鋭角θ４の大きさは、照明ランプ３の組立工程において、組立作業者が基板側給
電端子９２ｂ、９３ｂの先端部９２１ｂ、９３１ｂの先端に接続端子６１ｅ、６１ｆを嵌
合させる作業を無理なく行うことができるように決定された角度である。
【０１３１】
　本実施の形態では、鋭角θ４の大きさは、基板側給電端子９２ｂ、９３ｂの先端部９２
１ｂ、９３１ｂと口金周壁部９１ｂの内壁との隙間、及び、基板側給電端子９２ｂ、９３
ｂの先端部９２１ｂ、先端部９３１ｂどうしの隙間のバランスが考慮された、３０度に設
定されている。すなわち、基板側給電端子９２ｂ、９３ｂは、口金筐体９１の中心軸線方
向（矢印Ｙの方向）に対して３０度ずつ傾斜している。
【０１３２】
　なお、本実施の形態では鋭角θ４の大きさを３０度としているが、鋭角θ４の大きさは
３０度以外の角度でもよく、口金周壁部９１ｂの形状と長さ、基板側給電端子９２ｂ、９
３ｂと口金周壁部９１ｂと光源基板６１の位置を考慮して決定されることが望ましい。
【０１３３】
　例えば、口金周壁部９１ｂの開口から基板側給電端子９２ｂ、９３ｂの先端部９２１ｂ
、９３１ｂの距離が長い場合には、鋭角θ３の大きさを２０度とすることができ、口金周
壁部７１ｂの開口から基板側給電端子９２ｂ、９３ｂの先端部９２１ｂ、９３１ｂの距離
が短い場合には、鋭角θ３の大きさを６０度とすることができる。
【０１３４】
　また、本実施の形態において、インサート部９２ｃ、９３ｃの、給電ソケット側の屈曲
部９２０ａ、９３０ａと、光源基板側の屈曲部９２０ｂ、９３０ｂとを繋ぐ部分は、口金
筐体９１の中心軸線方向（矢印Ｙの方向）に対して鋭角θ５をなすように形成されている
が、θ５の角度は鋭角に限らず、口金筐体９１の中心軸線に向かって延びていれば、直角
などでもよい。
【０１３５】
　本実施の形態では、給電口金９０の口金筐体９１は有底円筒形状であり、塞壁部である
口金ベース部９１ａの内部底面はすり鉢形状に形成されている。また、給電端子９２、９
３は、ソケット側口金端子９２ａ、９３ａと基板側口金端子９２ｂ、９３ｂとの間に設け
られる屈曲部９２０ａ、９２０ｂ、９３０ａ、９３０ｂが、口金ベース部９１ａのすり鉢
状の内部底面を形成する肉厚部分で口金筐体９１と一体的に形成されている。
【０１３６】
　すなわち、給電端子９２、９３の屈曲部９２０ａ、９２０ｂ、９３０ａ、９３０ｂは、
インサート部９２ｃ、９３ｃに含まれるように配置されている。このように形成されるこ
とで、給電端子９２、９３と口金筐体９１とが強固に固定された一体部品となり、屈曲部
７５０ａ、７５０ｂ、７６０ａ、７６０ｂの曲げ角度が安定的に維持される。これによっ
て、給電端子９２、９３接続端子６１ｅ、６１ｆを嵌合させ易くなるといった効果が得ら
れる。
【０１３７】
　本実施の形態に係る給電口金９０は、口金筐体９１内の、基板側給電端子９２ｂ、９３
ｂの間には、給電端子９２、９３が配置されない空間１００が形成されている。本実施の
形態では、給電端子９２、９３の基端部９２１ａ、９３１ａを口金筐体７１の中心軸線か
ら遠ざけて配置させ、基板側給電端子９２ｂ、９３ｂの先端部９２１ｂ、９３１ｂを口金
周壁部９１ｂ寄りに配置させている。このため、基板側口金端子９２ｂ、９３ｂの間に空
間１００を形成することができる。
【０１３８】
　空間１００は、照明ランプ３の外部から印加される外来ノイズを抑制するフィルタ回路
、照明ランプ３の外部から供給される電力をＬＥＤ６１ａ点灯させるための点灯電力に変
換する電力変換回路などを配置することに利用される。空間１００は、給電端子９２、９
３と光源ユニット６１との間に設けられており、上記のような回路を配置するうえで好適
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な領域である。
【０１３９】
　図１２に示すように、本実施の形態における照明ランプ３の組立工程において、組立作
業者が、基板側給電端子９２ｂ、９３ｂの先端部９２１ｂ、９３１ｂに接続端子６１ｅ、
６１ｆを嵌合させる（取り付ける）向きは、それぞれ矢印Ｄ１、矢印Ｄ２の向きである。
また、基板側給電端子９２ｂ、９３ｂの先端部９２１ｂ、９３１ｂに嵌合させた接続端子
６１ｅ、６１ｆを再び抜去させる（取り外す）ことができる向きは、それぞれ矢印Ｄ３、
矢印Ｄ４の向きである。
【０１４０】
　矢印Ｄ１、矢印Ｄ３の向きは屈曲部９２０ｂより光源基板側の基板側給電端子９２ｂの
向きに対応し、矢印Ｄ２、矢印Ｄ４の向きは屈曲部９３０ｂより光源基板側の基板側給電
端子９３ｂの向きに対応している。つまり、接続端子６１ｅ、６１ｆは、口金筐体９１の
中心軸線方向（矢印Ｙの方向）と鋭角θ４をなす方向に傾斜した基板側口金端子９２ｂ、
９３ｂの先端部９２１ｂ、９３１ｂにそれぞれ嵌合される。
【０１４１】
　そして、本実施の形態における照明ランプ３の組立工程において、組立作業者が、ライ
トユニット６０が収納されたカバー５０を給電口金９０に挿入させる（取り付ける）向き
、及びライトユニット６０が収納されたカバー５０を給電口金９０から抜去させる（取り
外す）向きは、口金筐体７１ｂの中心軸線方向（矢印Ｙの方向）に沿った向きである。
【０１４２】
　すなわち、本実施の形態における照明ランプ３は、基板側給電端子９２ｂ、９３ｂの先
端部９２１ｂ、９３１ｂに対して接続端子６１ｅ、６１ｆを挿抜させる向きと、給電口金
９０に対してライトユニット６０が収納されたカバー５０を挿抜させる向きとが、それぞ
れ異なる方向に沿っており、それぞれの方向は鋭角θ４によって決定され相互に異なる方
向である。
【０１４３】
　このため、照明ランプ３において、口金端子９２，９３に接続端子６１ｅ、６１ｆが接
続された状態で、給電口金９０がカバー５０から抜ける方向の力が発生した場合に、給電
端子９２，９３には、カバー５０の軸線方向と、カバー５０の軸線と垂直な法線方向とに
分散された力が加わる。つまり、給電端子９２、９３と接続端子６１ｅ、６１ｆとが互い
に抜け去る力は分散されて大幅に低減される。
【０１４４】
　そして、照明ランプ３の組立工程において、接続端子６１ｅ、６１ｆを基板側給電端子
９２ｂ、９３ｂの先端部９２１ｂ、９３１ｂへ取り付ける作業が完了してから、ライトユ
ニット６０が収納されたカバー５０を給電口金９０へ取り付ける作業が完了するまでの間
に、再び接続端子６１ｅ、６１ｆが、基板側給電端子９２ｂ、９３ｂの先端部９２１ｂ、
９３１ｂからの抜けることを防止できる。
【０１４５】
　以上のように構成された照明ランプにおいて、給電口金の内側に延びる給電端子は、口
金筐体の軸線方向と異なり、口金筐体の軸線方向と交差する方向に沿って、塞壁部である
口金ベース部から起立して設けられている。すなわち、給電端子は、口金筐体の軸線方向
に対して所定の角度を有して、口金筐体の軸線方向と異なる方向に傾斜しており、給電端
子に対する接続端子の挿抜方向と、カバーに対する給電口金の挿抜方向とは、互いに異な
る方向に設定されている。
【０１４６】
　このため、簡素な構成でありながら、ＬＥＤ基板と接続された接続端子を給電端子に対
して容易かつ確実に接続できる。そして、給電端子が接続端子に接続された状態で、口金
がカバーから抜ける方向に力が発生した場合に、給電端子には、カバーの軸線方向と、カ
バーの軸線に垂直な法線方向とに力が分散させることができ、接続端子が給電端子から抜
ける力を低減させることで、再び接続端子が給電端子から抜けることを防止することがで
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きる。つまり、口金をカバーに挿入させるまでの間に、接続端子が口金端子から抜けるこ
とを防止できる。
【０１４７】
　また、照明ランプの内側に向かって延びる一対の給電端子の端部は、Ｖ字形状の屈曲部
が口金筐体の中心軸線から遠ざけて口金周壁部寄りに配置されるため、一対の給電端子の
間に空間を形成することができる。この空間は、照明ランプの外部から印加される外来ノ
イズを抑制するフィルタ回路、照明ランプの外部から供給される電力をＬＥＤの点灯に好
適な点灯電力に変換する電力変換回路などを配置することができるので、照明ランプ及び
照明装置の性能を向上させることができ、さらに、さらに、照明装置全体の小型化、簡素
化にも繋がる。
【０１４８】
（変形例）
　実施の形態３では、給電口金９０の口金筐体９１は有底円筒形状であり、塞壁部である
口金ベース部９１ａの内部底面はすり鉢形状に形成され、屈曲部９２１ｂ、９３１ｂは、
インサート部９２ｃ、９３ｃに含まれ、インサート成形によって口金ベース部９１ａと一
体的に形成されている。
【０１４９】
　しかし、これに限らず、口金筐体９１の形状は、内部を円柱状に切り抜かれた有底円筒
形状とし、屈曲部９２１ｂ、９３１ｂは、インサート部９２ｃ、９３ｃに含まないように
、すなわち、屈曲部９２１ｂ、９３１ｂを、口金ベース部９１ａから露出させ、光源基板
側に配置されるように形成されてもよく、この構成であっても、接続端子６１ｅ、６１ｆ
の口金端子９２，９３からの抜けを抑制することができる。この場合、屈曲部９２１ｂ、
９３１ｂは口金筐体９１内には埋設されず露出するので、弾性を有し、ばねの機能を備え
た形態となる。
【０１５０】
　このように形成することによって、給電端子９２、９３の屈曲部９２１ｂ、９３１ｂは
、給電端子９２、９３に接続端子６１ｅ、６１ｆが接続された状態で、接続部分に加わる
応力を緩和する。給電口金９０がカバー５０に挿入される向き、又は給電口金９０がカバ
ー５０から抜去される向きに発生し、接続部分に加わる応力も緩和する。
【０１５１】
　例えば、カバー５０に収納されるライトユニット６０と、カバー５０の一端部に取り付
けられた給電口金９０とは、互いに異なる線膨張係数を有している。ばねの機能を有する
給電端子９２、９３の屈曲部９２１ｂ、９３１ｂが線膨張係数の差に由来する応力を吸収
し、ライトユニット６０と給電口金９０とを接続するリード線６１ｃ、６１ｄの、基板６
１ｂとのはんだ接合部分、接続端子６１ｅ、６１ｆが圧着される部分、基板側口金端子９
２ｂ、９３ｂの先端部９２１ｂ、９３１ｂと接続端子６１ｅ、６１ｆとが嵌合される部分
には応力に伴うストレスが加わらないという効果を有する。
【０１５２】
（まとめ）
　従って、本実施の形態３によれば、簡素な構成でありながら、ＬＥＤ基板と接続された
光源基板の接続端子を口金端子に対して容易かつ確実に接続でき、口金をカバーに挿入さ
せるまでの間に、再び接続端子の口金端子から抜けることを防止できるため、効率的な組
立作業と高い作業品質が達成でき、高品質かつ低価格の照明ランプ、及び、照明装置を提
供することができる。そして、さらに、口金筐体の内部に部品を搭載させる空間を有して
いるので、新たな部品を付加することができ、高い性能を有する照明ランプ、及び、照明
装置を提供することができる。さらに、照明装置全体の小型化、簡素化にも繋がる。
【０１５３】
　なお、給電口金９０は、ＪＥＬ８０１規格に基づく直管ランプのＬ形ピン口金（ＧＸ１
６ｔ－５）を例示して説明したが、例えば、ＪＥＬ８０２規格に基づく直管ランプの口金
（Ｇ１３）でも、本実施の形態を適用することができる。また、その他の形状の口金であ
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っても本実施の形態を適用することができる。すなわち、本実施の形態では、口金端子９
２、９３の形状は矩形板状であるが、口金端子９２，９３の形状はこれに限定される必要
はなく、例えば、ピン、細筒など細長形状をなした導電性を有する端子であればよい。
【０１５４】
　本発明の態様は、上記それぞれの実施形態に限定されるものではなく、当業者が想到し
うる種々の変形も含むものであり、本発明の効果も上記した内容に限定されない。つまり
、本発明の範囲は上記したそれぞれの実施形態ではなくて特許請求の範囲によって規定さ
れ、特許請求の範囲に規定された内容、及びその均等物から導き出される本発明の概念的
な思想と趣旨を逸脱しない範囲で種々の追加、変更、及び部分的削除が含まれるものであ
る。
【符号の説明】
【０１５５】
　１　照明装置、２　照明器具、３　照明ランプ、１０　電源装置（電源回路）、２０　
器具本体、３０　給電ソケット、４０　支持ソケット、５０　カバー、５０ａ　突設部、
６０　ライトユニット、６１　光源基板、６１ａ　光源素子、６１ｂ　基板、６１ｃ　リ
ード線、６１ｄ　リード線、６１ｅ　接続端子、６１ｆ　接続端子、６１ｇ　接合部（は
んだ付け）、６１ｈ　接合部（はんだ付け）、６１ｉ　点灯回路、６２　ヒートシンク、
６２ａ　基板取付部、６２ｂ　ねじ孔、６２ｃ　ライトユニット保持部、７０　給電口金
、７０ａ　ねじ、７１　口金筐体、７１ａ　口金ベース部、７１ｂ　口金周壁部、７１ｃ
　ねじ孔、７１ｆ、７１ｇ、７１ｈ　突当部、７１ｉ　板部、７１０ｉ　切欠部、７１ｊ
　取付ガイド、７２　給電端子、７２ａ　ソケット側端子、７２ｂ　基板側端子、７２０
　屈曲部、７２１ａ　基端部、７２１ｂ　先端部、７３　給電端子、７３ａ　ソケット側
端子、７３ｂ　基板側端子、７３０　屈曲部、７３１ａ　基端部、７３１ｂ　先端部、７
４　給電口金、７５　給電端子、７５ａ　ソケット側端子、７５ｂ　基板側端子、７６ｃ
　インサート部、７５０ａ、７５０ｂ　屈曲部、７５１ａ　基端部、７５１ｂ　先端部、
７６　給電端子、７６ａ　ソケット側端子、７６ｂ　基板側端子、７５ｃ　インサート部
、７６０ａ、７６０ｂ　屈曲部、７６１ａ　基端部、７６１ｂ　先端部、８０　支持口金
、８１　口金筐体、８１ａ　口金ベース部、８１ｂ　口金周壁部、８２　支持端子、９０
　給電口金、９１　口金筐体、９１ａ　口金ベース部、９１ｂ　口金周壁部、９２　給電
端子、９２ａ　ソケット側端子、９２ｂ　基板側端子、９２ｃ　インサート部、９２０ａ
、９２０ｂ　屈曲部、９２１ａ　基端部、９２１ｂ　先端部、９３　給電端子、９３ａ　
ソケット側端子、９３ｂ　基板側端子、９３ｃ　インサート部、９３０ａ、９３０ｂ　屈
曲部、９３１ａ　基端部、９３１ｂ　先端部、１００　空間。
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